
宇土市ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託 

公募型プロポーザル評価基準 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、宇土市委託業務等発注プロポーザル方式実施要綱（以下「実施要綱」

という。）に基づいて、宇土市ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託公募型プ

ロポーザル評価委員会（以下「委員会」という。）が受託者１者を選定するために

必要な事項について定める。 

 

（評価項目及び評価点） 

第２条 実施要綱第５条第８項の規定により第１位提案者を特定するための評価項目及び

評価点は、宇土市ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託公募型プロポーザル

実施要領（以下「実施要領」という。）の別表１「評価基準」による。 

 

（選定評価表） 

第３条 委員会における評価は、別紙評価表により行う。 

 

（評価方法） 

第４条 委員会は、実施要領に基づき提出される提案書及びプレゼンテーションの結果を

踏まえ、選定評価表に基づいて、提案者を評価する。 

  ２ 提案者の評価点は、選定評価表により採点された各委員の評価点の平均点をもっ

て、提案者の評価点とする。 

 

（参加業者が１者のみの場合の取扱い） 

第５条 本プロポーザル参加者が１者のみの場合は、提案者の評価点が最低基準点以上で

あれば、その提案者を受託候補者として選定する。 

  ２ 最低基準点は、評価点合計（１００点）の６割（６０点）とする。 



（別表１）

配点

業務受託実績 5

配置技術者の技術力 5

業務実施方針 10

工程計画 10

20

20

プレゼンテーション プレゼンを通じての本業務への熱意・意欲 10

提案価格※
最低提案見積額を２０点とし、他の提案者
を相対的に評価する

20

100

※価格評価は、最低額を満点（２０点）とし、他の提案者は次のとおり評価する。
　【他の提案者評価点　＝　満点　×　最低提案見積額　÷　提案見積額　】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小数点以下切捨）　　　　
例）最低提案見積額２，０００万円、次点提案見積額２，５００万円の２者の場合
　・最低提案見積り者　　評価点　２０点
　・次点提案見積り者　　評価点　１６点
　　　２０点×２，０００万円÷２，５００万円＝１６

特定テーマ②
マーケットサウンディング及びVFM算定にあたっての具体的な取組み方・留意点・
業務提案

合　　　計

宇土市ウォーターＰＰＰ導入可能性調査業務委託

評価基準

評　価　項　目

業務体制に関すること

業務委託に関すること

特定テーマ①
本市上下水道事業の特性を踏まえ、水道事業と下水道事業連携のスキーム検討に
おける具体的な取組み方・留意点・業務提案


